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中小建設業等への普及

○中小建設業等への普及拡大に向け、国において経営者向け講習会、官民連携した研修、ICT施工
未経験企業へのアドバイスを行う取組等を実施。

○更に、BIM/CIM等三次元データを一元的に集約し、中小建設業等が自ら活用可能な環境を整える
ＤＸデータセンターを整備。

■ＤＸデータセンターの整備

BIM/CIMモデル等の3次
元データを一元的に集約す
るとともに、中小建設業者
等が自ら活用可能な最低
限のソフトを搭載。

■ＩＣＴ未経験者に対するアドバイザー制度

■官民連携した研修の実施

▲ICT,UAV技術講習会︓実習

東北地整、県・仙台市、建設業団体等で構成される「東北土木技術人
材育成協議会」が主催し、ICT等の最新技術の習得を図る講習会を平
成28年度に開催。（官民連携による人材育成は全国初）

■経営者層への浸透に向けた講習会の実施

令和元年度 北陸地整講習会状況【新潟会場】

令和2年度より、地方自治体を対象に、ICT未経験企業へICT施工導入
のアドバイスを行う、「アドバイザー」を育成する取り組みを開始。

令和元年度は経営者クラスへのICT活用講習会を北陸地整、四国
地整において開催。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染予防のため講習会は中止
となったが、北陸地整で前年度に受講し初めてICTを導入した企業と
導入効果や課題について意見交換会を実施予定。
今後、先行事例の他地整への共有、横展開を実施。
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○中小規模の建設現場でも導入しやすいウェブカメラを活用したリモートでの現場確認を試行。新型
コロナウイルス感染症を契機に導入が加速し、全国約560件の現場で試行予定（令和2年10月末時点）。

○今後、遠隔での検査の導入による適用範囲の拡大や、更なる省力化に取り組む。

建設現場のデジタル化の推進

施工現場

発注事務所

クラウドサーバー

（発注者）
事務所で確認

（受注者）
ウェアラブルカメラ等で撮影

■リモートでの遠隔確認（遠隔臨場） ■画像解析によるさらなる省力化

・受注者が施工現場で撮影した映像を、
発注者が事務所等でリアルタイムに確認

・移動時間削減や立会の調整時間を削減

発注者確認状況 確認用モニター 受注者撮影状況

・画像解析により、タブレット端末で撮影した鉄筋の間隔等を計測
・遠隔臨場の技術と組合わせて、更なる省力化

遠隔臨場 遠隔臨場＋画像解析
＜令和２年度試行中＞ ＜今後＞
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原則適用拡大の進め方（案）（一般土木、鋼橋上部）

BIM/CIMの原則適用にむけた取組方針

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

大規模構造物
（全ての詳細設計・
工事で活用）

全ての詳細設計
で原則適用（※） 全ての詳細設計・

工事で原則適用
全ての詳細設計・
工事で原則適用（R2「全ての詳細設計」

に係る工事で活用）

上記以外
（小規模を除く）

―
一部の詳細設計
で適用（※）

全ての詳細設計
で原則適用（※） 全ての詳細設計・

工事で原則適用
― R3「一部の詳細設計」

に係る工事で適用

（※）令和２年度に３次元モデルの納品要領を制定予定。本要領に基づく詳細設計を「適用」としている。

○2023年度までの小規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向けて、段階的に

適用拡大。

○従前から検討してきた「一般土木」「鋼橋上部」の進め方については、下表を予定。

○他工種の進め方、詳細設計より前工程からの３次元データの利活用については、業界団体等

とも協議の上、追って整理。
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国土交通データプラットフォームによる既存データベースとの更なる連携拡大

〇社会資本（インフラ）等の3次元データの他、官民が保有する様々なデータの幅広い利活用を推
進する「国土交通データプラットフォーム」と、スマートシティにおける都市OSとの連携を推進し、
活用事例の具体化・発信を通じ、横展開を図る。

○内閣府等と連携し、分野間データ連携基盤技術の活用や連携データの利活用ルール、セキュリ
ティ対策の実装により、更なる連携拡大に取り組む。

行
政
手
続

観
光

イ
ン
フ
ラ

商
業

エ
ネ
ル
ギ
ー

物
流

交
通

都市Ａ

都市Ｂ

都市Ｃ

都市OS 連携

スマートシティ

■スマートシティで整備する都市ＯＳとの連携を推進
（都市OS：様々なデータを分野横断的に収集・整理し提供する「データ連携基盤」）

■情報発信機能を通じ、データ連携成果や
活用事例を幅広く発信

連携

連携

地下設備の3次元モデルの構築例
（横浜関内・みなとみらい地区）

■分野間データ連携基盤技術の活用
■利活用ルールやセキュリティ対策の実装

（出典：内閣府）

国土交通データプラットフォーム
情報発信機能

・政府標準利用規約で示されている「基本的なコ
ンテンツの利用ルール」に基づき、オープンデー
タの利用条件や免責等に関するルールを策定
・IDやパスワードを導入し、保護が必要なデータと
連携できる基盤を構築

国土交通省
関東地方整備局

株式会社NTTデータ ダイナミックマップ基盤
株式会社

クリック

分野間データ連携基盤（内閣府）

サービスプラットフォーム/運用支援

国土交通データ

プラットフォーム
防災 農業

利活用ルール等（内閣官房）

共通語彙、解析環境等
• 情報共有基盤IMI（独法 情報

処理推進機構）
• 学術情報ネットワークSINET

（国立情報学研究所）
等

・・・
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平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
令和３年度

(予定）

17基準
（新規11・改定7）

35基準
（新規17・改定18）

38基準
（新規13・改定25）

28基準
（新規8・改定21）

41基準
（新規6・改定36）

○主要工種から順次、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充。

ICT構造物工

ICT土工

ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度コンクリート舗装）

ICT浚渫工（港湾）

ICT浚渫工（河川）

ICT地盤改良工（浅層・中層混合処理）

ICT付帯構造物設置工

ICT法面工（吹付工）

ICT地盤改良工（深層）

ICT法面工（吹付法枠工）

ICT舗装工（修繕工）

ICT基礎工・ブロック据付工
（港湾）

民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大

ICT路盤工

IＩＣＴ海上地盤改良工
（床掘工・置換工）

参考：i-Constructionに関する工種拡大
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